
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
部分的に窒素含有領域を表面に有する基板と、該基板上に形成された と、

を成長界面としてエピタキシャル成長した窒化物半導体層とを備え
、
　前記基板と窒化物半導体層に挟まれ、かつ前記窒素含有領域 の下地層が露出さ
れた空洞部を有することを特徴とする窒化物半導体基板。
【請求項２】
前記下地層が、ＧａＮであることを特徴とする請求項１に記載の窒化物半導体基板。
【請求項３】
前記窒素含有領域は、窒化アルミニウムで形成されていることを特徴とする請求項１又は
２に記載の窒化物半導体基板。
【請求項４】
基板上に窒化物半導体をエピタキシャル成長させる窒化物半導体基板の成長方法であって
、
　該基板上に開口部を有する保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜の開口部より露出した基板上に窒素含有領域を形成する工程と、
　前記保護膜を除去する工程と、
　その後、前記基板上に下地層を形成する工程と、
　気相成長法により選択的に窒素含有領域上に窒化物半導体核を形成する工程と、
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下地層 窒素含有
領域上の該下地層表面

どうし間



　前記窒化物半導体核より縦方向及び横方向に窒化物半導体を成長させる工程とを有する
ことを特徴とする窒化物半導体基板の成長方法。
【請求項５】
前記基板の第１の面上に形成される窒素含有領域は、基板を 800 ℃以上で熱処理すること
で形成されることを特徴とする請求項４に記載の窒化物半導体基板の成長方法。
【請求項６】
前記保護膜の除去工程は、ＨＦ又はＢＨＦで酸処理をすることを特徴とする請求項４又は
５に記載の窒化物半導体基板の成長方法。
【請求項７】
前記保護膜にはＳｉＯ２  、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＴｉＯ２  から選択される材料を用いるこ
とを特徴とする請求項４に記載の窒化物半導体基板の成長方法。
【請求項８】
前記窒化物半導体層を形成する工程において、窒化物半導体核から窒化物半導体層を成長
することにより前記窒素含有領域どうし間には空洞を有することを特徴とする請求項４乃
至７のいずれか１項に記載の窒化物半導体基板の成長方法。
【請求項９】
前記保護膜の平面形状は、ストライプ状に形成されることを特徴とする請求項４に記載の
窒化物半導体基板の成長方法。
【請求項１０】
前記保護膜の平面形状は、島状、矩形状、格子状又はこれらの抜き取り形状として形成さ
れることを特徴とする請求項４に記載の窒化物半導体基板の成長方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は窒化物半導体（Ｉｎｘ Ａｌｙ Ｇａ１ － ｘ － ｙ Ｎ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）
から成る窒化物半導体基板、及びその成長方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
窒化物半導体と格子整合する基板が存在しないためサファイア、スピネル、炭化ケイ素の
ような窒化物半導体と異なる異種基板を窒化物半導体の成長基板として用いている。格子
定数や熱膨張係数が不整合であるためサファイア基板などの上にバッファ層を介して貫通
転位を低減させる方法や、横方向成長を利用した方法が報告されている。
【０００３】
特開平１０－３１２９７１号公報には、ＳｉＯ２ 等のマスク材料を用いて基板上にパター
ニングし、選択成長によりマスク材料を埋め込むまで成長させることによりマスク上にお
ける結晶成長過程で転位の伝播方向が曲げられることにより転位密度の低減がなされるも
のである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記の方法では基板上に窒化物半導体層を成長させた後、マスクをパターン形成し、さら
に窒化物半導体を再成長させる必要がある。これらの工程は連続反応で行うことはできず
、窒化物半導体基板の成長途中に反応装置からの出し入れをしなければならい。そのため
、窒化物半導体の表面酸化等による結晶性の低下が問題となる。
【０００５】
さらに上記方法では、マスク材料を埋め込む際にマスク上を成長面に対して窒化物半導体
の横方向成長が進む。それにより窒化物半導体の結晶軸が傾くためチルトが発生する。こ
のチルトした結晶同士が合体することにより新たな転位欠陥が発生する。またマスクを有
する状態で窒化物半導体を成長させれば、窒化物半導体素子の成長時にマスクの分解によ
る汚染が発生し、窒化物半導体の特性劣化が問題となる。
【０００６】
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本発明は上記問題に鑑み、窒化物半導体の成長工程の簡略化を目的とする。また貫通転位
を低減させた窒化物半導体基板を得ることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の窒化物半導体基板は、部分的に窒素含有領域を表面に有する基板と、該基板上に
形成された と、 を成長界面としてエピタキシャル成
長した窒化物半導体層とを備え、前記基板と窒化物半導体層に挟まれ、かつ前記窒素含有
領域 の下地層が露出された空洞部を有することを特徴とする窒化物半導体基板。
前記窒素含有領域は、窒化アルミニウムで形成されていることを特徴とする。
【０００８】
前記窒化物半導体基板は、 ことを特徴とする。
【０００９】
本発明の窒化物半導体基板の成長方法は、基板上に窒化物半導体をエピタキシャル成長さ
せる窒化物半導体基板の成長方法であって、該基板上に開口部を有する保護膜を形成する
工程と、前記保護膜の開口部より露出した基板上に窒素含有領域を形成する工程と、前記
保護膜を除去する工程と、その後、 気相成長法に
より選択的に窒素含有領域上に窒化物半導体核を形成する工程と、前記窒化物半導体核よ
り縦方向及び横方向に窒化物半導体を成長さ ことを特徴とする。ここで、窒素含有領
域とは、例えばサファイア（Ａｌ２ Ｏ３ ）のような基板上において、基板表面とＮ元素含
有原料とが反応することで形成される。そこで、基板表面上で改質が起こり、ＡｌＮ、そ
の他にＡｌとＮを含有する化合物が形成されるのである。また、このＡｌＮ等は窒化物半
導体を選択的に成長させることができ好ましい。
【００１０】
前記基板の第１の面上に形成される窒素含有領域は、基板を 800℃以上で熱処理する事に
より形成されることを特徴とする請求項４に記載の窒化物半導体基板の成長方法。
【００１１】
前記保護膜の除去工程は、ＨＦ、ＢＨＦから選択される酸溶液で処理をすることを特徴と
する。
【００１２】
前記保護膜にはＳｉＯ２ 、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＴｉＯ２ から選択される材料を用いること
を特徴とする。
【００１３】
前記窒化物半導体層を形成する工程において、窒化物半導体核から窒化物半導体層を成長
することにより前記窒素含有領域どうし間には空洞を有することを特徴とする。
【００１４】
前記保護膜の平面形状は、ストライプ状に形成されることを特徴とする。その他には、保
護膜の平面形状としては島状や矩形状、格子状、又はこれらの抜き取り形状として形成さ
れる。
【００１５】
図 に示すように基板上に窒素含有領域を形成し、その後 素含有領域
上に選択成長した窒化物半導体核の形成、さらに 坦な窒化物半導体膜の形成は連続反
応である。本発明では、窒化物半導体は反応装置からの出し入れ等の作業工程もなく、量
産性に優れている。また、従来のＥＬＯ法では反応装置からの出し入れが必要であったた
め、窒化物半導体を一度成長させた基板を大気にさらし、その後に窒化物半導体の再成長
を行うものであり窒化物半導体上にゴミ等が不着する恐れがあった。しかしながら、本発
明ではこのような問題もなく、結晶性のよい窒化物半導体基板を提供することができる。
【００１６】
前記窒化物半導体膜を形成後、窒化物半導体核に隣接して空洞が形成される。この空洞は
エアギャップとしての効果を有するため、基板と窒化物半導体との格子不整合により発生
する反り緩和が期待できる。そのため、この窒化物半導体基板を用いた後工程での発光素
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子や受光素子、その他の電子デバイスの形成工程が容易となる。また、この空洞を有する
ことで基板上の位置認識もすることができる。
【００１７】
横方向成長を選択的に行い窒化物半導体層を薄膜とする窒化物半導体基板ができる。横方
向成長を促進させる条件としては、Ｖ族原料とＩＩＩ族原料とのモル比（Ｖ／ＩＩＩ比）
を小さくする、又は減圧条件、高温条件、Ｍｇをドープさせる等により選択的に横方向成
長させることができる。
【００１８】
また、本発明における窒化物半導体層の横方向成長は、窒化物半導体をＲＩＥやＩＣＰに
代表されるドライエッチングを用いて部分的に削ることにより窒化物半導体に凹凸を形成
させ、凹部の側面より横方向成長させるものではない。成長核となる窒化物半導体にドラ
イエッチング等で物理的ダメージを与えることは再成長時に形成される窒化物半導体の結
晶性の低下を招く。そこで、本発明は上記に示すようなエッチングを必要とせず、選択的
に窒化物半導体核を形成し、この窒化物半導体核より横方向成長させるものである。
【００１９】
以上より、選択的に成長した窒化物半導体核（第１の領域）上には転位欠陥が多く存在す
るものの、これを成長核として横方向成長した領域（第２の領域）には転位欠陥も屈曲し
て横方向に延びるため、この第２の領域上には低転位領域を形成することができる。単位
面積あたりの転位数をバッファ層のみ用いた場合に比べて２桁以上低減することができ、
具体的な数値としては転位密度が１×１０７ 個／ｃｍ２ 以下である窒化物半導体基板を提
供することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下図面を用いて、本発明の実施形態を詳細に説明する。図１（ａ）乃至（ｅ）は本発明
に係る窒化物半導体の成長方法を説明するための断面図である。ここで、１は基板であり
、２は該基板上に部分的に形成された保護膜を示している。３は基板表面を熱処理をする
ことにより形成された窒素含有領域である。また、４は窒化物半導体の選択成長時に形成
される窒化物半導体核であり、５は前記窒化物半導体核４からの連続反応により形成され
た窒化物半導体層である。図１（ｅ）には第１の領域、第２の領域を示している。第２の
領域は横方向成長により形成されており転位低減領域となる。
【００２１】
上記に示す本実施形態の成長方法は、保護膜上に窒化物半導体を成長させるものではない
。そのため、保護膜上に強引に横方向成長させることで応力を発生させることなく、窒化
物半導体核より横方向成長させ、窒化物半導体基板を形成するものである。図１（ｅ）に
示す第２の領域は転位欠陥を大幅に低減させた領域であり、単位面積あたりの転位数は１
×１０７ 個／ｃｍ２ 以下、さらに好ましくは１×１０６ 個／ｃｍ２ 以下となる。また、第
１の領域は縦方向に進む貫通転位が残るため、転位数は１×１０８ ～１×１０１ ０ 個／ｃ
ｍ２ 程度となる。
【００２２】
以下、図を用いて本発明の実施形態における各工程を更に詳細に説明する。
この基板１としては、Ｃ面、Ｒ面、及びＡ面のいずれかを主面とするサファイア、スピネ
ル（ＭｇＡｌ２ Ｏ４ ）のような絶縁性基板、ＳｉＣ（６Ｈ、４Ｈ、３Ｃ）、ＺｎＳ、Ｚｎ
Ｏ、ＧａＡｓ、Ｓｉ、及び窒化物半導体と格子接合する酸化物基板等を用いることができ
る。また、同種から成る窒化物半導体の単体基板、好ましくは単結晶から成る基板を用い
れば、ホモエピタキシャル成長になるため、窒化物半導体を成長後に発生する窒化物半導
体基板の反りをより抑制することができる。
【００２３】
次に、基板１上に成膜される保護膜２としては、表面上に窒化物半導体が成長しないもの
や成長しにくいものであり、アニール等の熱処理に対して耐熱性を有するものであればよ
い。この保護膜２の具体例としては、酸化ケイ素（ＳｉＯｘ ）、窒化酸化ケイ素（ＳｉＯ
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ｘ Ｎｙ ）、酸化チタン（ＴｉＯｘ ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯｘ ）等の酸化物、その他
に窒化ケイ素（Ｓｉｘ Ｎｙ ）や１２００℃以上の融点を有する金属やこれらの多層膜を用
いることができる。
【００２４】
この保護膜２の成膜方法としては、ＣＶＤ、スパッタリング及び、蒸着法等を用い成膜さ
せる。また保護膜の膜厚は、保護膜下の基板表面を 800℃以上の熱処理に保護できていれ
ばよく、特に限定する必要はないが膜厚を０．２～１０μｍの範囲で形成すれば、保護膜
下の基板表面を変質させることなく、また後工程での保護膜除去も容易にすることができ
る。また保護膜の平面形状はストライプ形状とするが、その他に格子状や島状、円形、又
は多角形とする。これらの抜き取り形状とする円形や多角形の開口部を有する保護膜とす
ることもできる。保護膜に開口部を形成するエッチング方法としては、ウェットエッチン
グ、ドライエッチング等の方法がある。また、ドライエッチングには、例えば反応性イオ
ンエッチング（ＲＩＥ）、ＩＣＰ、反応性イオンビームエッチング（ＲＩＢＥ）、電子サ
イクロトロンエッチング（ＥＣＲ）、アッシャー等の装置がある。ここに示すいずれの方
法もエッチングガスを適宜選択することにより、保護膜に開口部を形成するエッチングを
することができる。
【００２５】
例えば保護膜をストライプ形状とする場合の開口部の幅としては１～１００μｍ、好まし
くは２～１５μｍである。また保護膜のストライプ幅（Ｓ）と開口部幅（Ｗ）との比をＳ
／Ｗとすれば０．１以上である。後工程において、窒化物半導体核からの成長により表面
を平坦化できる範囲であればいいが、好ましくは１／３≦（Ｓ／Ｗ）≦３となる。具体的
にはストライプ幅（Ｓ）と開口部幅（Ｗ）とも１０μｍ等がある。
【００２６】
また、保護膜２をストライプ状に形成する場合に、基板１をサファイア基板とすれば、オ
リフラ面をサファイアのＡ面とし、このオリフラ面の垂直軸に対して左右どちらかにずら
して保護膜２を形成してもよい。こうすることで、窒化物半導体を成長させた後の表面を
より平坦化させることができる。具体的には、このオリフラ面の垂直軸に対して左右にθ
＝０°～５°の範囲とする。また、本発明に用いる基板にはオフ角を加工形成したものを
用いることもできる。例えば、ステップ状にオフ角を形成したものであってもよい。ここ
で、オフ角は０°～２°とする。
【００２７】
次に保護膜２の開口部に窒素含有領域を形成する。この窒素含有領域の形成方法としては
基板１を窒素原料を含有した雰囲気で熱処理をすることである。窒素原料を含有した雰囲
気とは、例えば窒素ガス雰囲気やアンモニアガス雰囲気である。また、熱処理を行う温度
は７００℃以上、好ましくは８００℃以上で行うものとする。処理時間としては５分以上
である。
【００２８】
次に、窒素含有領域を形成後に保護膜を除去する。除去方法としてはＢＨＦやＨＦを使用
したウェットエッチング、その他にはドライエッチングを用いる。
【００２９】
保護膜を除去後、基板１上に下地層（図示されていない）を成長させる。下地層としては
、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ等が用いられる。この下地層は、成長温度を
３００℃以上９００℃以下、好ましくは７００℃以下とし、膜厚１０オングストローム以
上０．５μｍ以下で成長される。これは基板１上に成長させる窒化物半導体層との格子定
数不整を緩和するためであり、転位欠陥を低減させる緩衝層としての効果を有する。
【００３０】
次に、基板１上に窒化物半導体層５を形成する。まず、窒素含有領域を成長起点として選
択的に窒化物半導体核４を形成する。成長条件としては、原料にはＩＩＩ族元素含有化合
物と窒素源を有する化合物とを用いる。ＩＩＩ族元素としてはＧａ、Ａｌ、Ｉｎがあり、
これらのトリメチル化合物やトリエチル化合物をＩＩＩ族元素含有化合物とする。また窒
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素源を有する化合物にはアンモニアやＮ２ Ｈ４ 等を用いる。例えば、ＩＩＩ族元素含有化
合物にＴＭＧ（トリメチルガリウム）を用いる場合、ＴＭＧを１００～１５０ｃｃ／分、
アンモニアを５～１０Ｌ／分として反応時間を１８０分間以下とする。また成長温度を９
００℃～１２００℃とする。膜厚は１．０μｍ以上、好ましくは３～５μｍとする。
【００３１】
さらに、成長温度を窒化物半導体核４の成長温度より３０℃以上高くして窒化物半導体層
５を成長させる。原料は窒化物半導体核と同様である。成長条件としては、例えば、ＴＭ
Ｇを１００～２００ｃｃ／分、アンモニアを１～５Ｌ／分とし、反応時間は５００分以下
、好ましくは４００分とする。また、この連続反応の圧力条件は常圧とするが、減圧条件
（４００Ｔｏｒｒ程度）でも行うことができる。この窒化物半導体層５の膜厚は、窒化物
半導体同志が接合し、平坦化できる膜厚であればよく５μｍ以上、好ましくは１０～１５
μｍとする。以上から図１（ｅ）に示すように横方向成長を利用することで得られた第２
の領域は転位数が１×１０７ 個／ｃｍ２ 以下、好ましくは１×１０６ 個／ｃｍ２ 以下とす
る窒化物半導体基板を提供することができる。
【００３２】
本発明において、窒化物半導体は一般式Ｉｎｘ Ａｌｙ Ｇａ１ － ｘ － ｙ Ｎ（０≦ｘ、０≦ｙ
、ｘ＋ｙ≦１）によって表される組成を有する。但し、これらは連続反応時に異なる組成
であってもよい。また、アンドープの窒化物半導体やＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓ等のｎ型不純
物をドープした窒化物半導体、またはＭｇ、Ｚｎ等のｐ型不純物をドープした窒化物半導
体、ｎ型不純物とｐ型不純物とを同時ドープさせた窒化物半導体を用いることができる。
本発明の窒化物半導体の成長方法としては、ＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長法）、ＨＶＰ
Ｅ（ハライド気相成長法）、ＭＢＥ（分子線エピタキシー法）、ＭＯＣＶＤ（有機金属化
学気相成長法）等の気相成長方法を適用することができる。
【００３３】
またＨＶＰＥ法との組み合わせにより厚膜成長させ、この厚膜成長時に貫通転位を表面全
域に均等に低減させる方法が挙げられる。このＨＶＰＥ法で窒化物半導体を成長させる場
合、例えばＧａＮであれば、ＨＣｌガスとＧａ金属が反応することでＧａＣｌやＧａＣｌ

３ を形成し、さらにこのＧａ塩化物がアンモニアと反応することでＧａＮを基板上に堆積
させるものである。ＨＶＰＥ法による窒化物半導体の成長時に成長速度を変化させ、２段
階成長させることで結晶欠陥を大幅に低減させることができ、本発明との組み合わせによ
り窒化物半導体から成る単体基板を得ることができる。厚膜の窒化物半導体基板から基板
のみを除去する方法としては、基板を研磨により除去する方法、他には基板と窒化物半導
体との界面にエキシマレーザ等の電磁波を照射することにより基板を除去する方法が挙げ
られる。そのためサファイア基板のような絶縁体基板上に成長させた窒化物半導体基板で
あってもサファイア基板を除去することで窒化物半導体から成る単体基板とし、裏面電極
構造とする窒化物半導体レーザダイオード等を提供することができる。
【００３４】
次に、前記窒化物半導体基板上に半導体レーザ素子を形成する一実施形態を示す。前記窒
化物半導体基板上にｎ側コンタクト層としてｎ型不純物をドープしたＡｌｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ
（０≦Ｘ＜１）を１～５μｍ程度で成長させる。このｎ側コンタクト層上にクラック防止
層としてｎ型不純物ドープＩｎｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ（０≦Ｘ＜１）を０．１～０．３μｍで成
長させる。なお、このクラック防止層は省略可能である。続いて、クラック防止層上にｎ
側クラッド層を成長させる。このｎ側クラッド層としては、超格子構造であるのが好まし
く、アンドープＡｌｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ（０≦Ｘ＜１）よりなる層と、ｎ型不純物をドープし
たｎ型ＧａＮよりなる層とを交互に積層して総膜厚２．０μｍ以下の超格子構造よりなる
ｎ側クラッド層を成長させる。続いて、アンドープＧａＮよりなるｎ側光ガイド層を０．
０５から０．２μｍの膜厚で成長させる。このｎ側光ガイド層は、ｎ型不純物をドープし
てもよい。
【００３５】
次に、障壁層にノンドープＩｎｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ（０≦Ｘ≦１）と井戸層にｎ型不純物ドー
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プＩｎｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ（０≦Ｘ≦１）とからなる単一量子井戸構造、又は多重量子井戸構
造である活性層を成長させる。多重量子井戸構造であれば、障壁層と井戸層とを同一温度
で２～５回程度で交互に積層し、最後に障壁層とし総膜厚を２００～５００Åとする。
【００３６】
次に、活性層上にｐ側キャップ層（図示されていない）としてｐ型不純物をドープしたｐ
型Ａｌｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ（０≦Ｘ＜１）を成長させる。このｐ側キャップ層は膜厚を５０～
５００Å程度で成長させる。続いて、アンドープＧａＮよりなるｐ側光ガイド層を０．０
５～０．５μｍの膜厚で成長させる。このｐ側光ガイド層は、ｐ型不純物をドープしても
よい。次に、ｐ側光ガイド層上にｐ側クラッド層を成長させる。このｐ側クラッド層とし
ては、ｎ側クラッド層と同様に超格子構造であるのが好ましく、アンドープＡｌｘ Ｇａ１

－ ｘ Ｎ（０≦Ｘ＜１）よりなる層と、ｐ型不純物をドープしたｐ型ＧａＮよりなる層とを
交互に積層して総膜厚０．３～０．８μｍ程度の超格子構造よりなるｐ側クラッド層を成
長させる。最後に、ｐ側クラッド層の上に、ｐ型不純物をドープしたＡｌｘ Ｇａ１ － ｘ Ｎ
（０≦Ｘ≦１）からなるｐ側コンタクト層を成長させる。
【００３７】
ここで、不純物濃度としては、特に限定する必要はないが、好ましくはｎ型不純物、及び
ｐ型不純物は１×１０１ ８ ／ｃｍ３ ～１×１０２ ０ ／ｃｍ３ とする。また、前記ｎ型不純
物としてはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓ、Ｏ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｃｄ等が挙げられ、ｐ型不純物とし
てはＢｅ、Ｚｎ、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ等が挙げられる。
【００３８】
次に、前記半導体レーザ素子を形成後、ｐ電極とｎ電極とを同一面側に形成する場合には
、ｎ電極を形成するためにｎ側コンタクト層をエッチングにより露出させる。次に、スト
ライプ状の光導波路領域を形成するためにエッチングすることによりリッジを形成する。
ここで、エッチングはリッジを形成するには異方性エッチングであるのが好ましく、例え
ばＲＩＥ（反応性イオンエッチング）装置等を使用する。ここで形成されるリッジ幅とし
ては本発明においては後工程で形成する埋め込み層や出力にもよるが、リッジ幅は１．０
～３．０μｍと広くすることができる。また、エッチング深さとしては窒化物半導体素子
内の少なくともｐ側クラッド層までエッチングするものとする。さらに、リッジ形状は、
順メサ型、逆メサ型、垂直型から成り、これらの形状であれば横方向の光閉じ込めができ
好ましい。
【００３９】
リッジを形成後、露出したリッジの側壁部からリッジの両側表面の窒化物半導体上に絶縁
体から成る埋め込み膜（例えば、ＺｒＯやＤＬＣ、ガラス等）をスパッタ法等により形成
する。この埋め込み膜の効果としては、電流狭窄、及び横方向の光閉じ込めである。横方
向の光閉じ込めをするためには窒化物半導体層との間に屈折率差を設ける必要があり、ま
たコア領域内に光を閉じ込めるには窒化物半導体よりも屈折率の小さい材料を埋め込み層
に用いる。また、縦方向の光閉じ込めは屈折率の高いコア領域と、屈折率の低いｐ、ｎ側
クラッド層とで屈折率差をつけることでコア内に光を閉じ込めている。
【００４０】
その後、ｐ電極を形成するためにリッジ最上面に成膜された埋め込み層をリフトオフ等に
より除去する。次に除去後、露出したｐ側コンタクト層の表面にＮｉ／Ａｕよりなるｐ電
極をストライプ状に形成し、ｐ電極を形成後、ｎ側コンタクト層の表面にＴｉ／Ａｌより
なるｎ電極をリッジストライプと平行に形成する。次に取り出し電極であるパッド電極を
Ｎｉ／Ｔｉ／Ａｕの順にｐ電極、及びｎ電極上に形成する。また、ｐ電極をＮｉ／Ａｕ／
ＲｈＯとし、ｐ側パッド電極をＲｈＯ／Ｐｔ／Ａｕとする組み合わせとすることもできる
。パッド電極を形成する前に、ＳｉＯ２ 、ＴｉＯ２ 等から成る誘電体多層膜を共振器面（
光出射端面側）に形成してもよい。この誘電体多層膜を有することにより高出力時におけ
る光出射端面の端面劣化を抑制することができる。
【００４１】
さらに、ストライプ状の電極に垂直な方向で、基板側からバー状にヘキカイし、ヘキカイ
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面（（１１－００）面、六方晶系の側面に相当する面＝Ｍ面）に共振器を形成する。この
共振器面に誘電体多層膜を形成し、電極に平行な方向でバーを切断して窒化物半導体レー
ザ素子とする。この窒化物半導体レーザ素子をヒートシンクに設置し、ワイヤーボンディ
ングし、キャップで封止することで窒化物半導体レーザダイオードとする。
【００４２】
以上により得られた窒化物半導体レーザダイオードを用いて室温でレーザ発振を試みたと
ころ、発振波長４００～４２０ｎｍ、閾値電流密度２．９ｋＡ／ｃｍ２ において連続発振
を示し、３０ｍＷ以上、好ましくは５０ｍＷ程度の光出力時でもリップルが発生せず、３
０００時間以上の寿命特性を示す。
【００４３】
【実施例】
以下に本発明の実施例を示すが本発明はこれに限定されない。
［実施例１］
Ｃ面を主面したサファイア基板１を用い、この基板１上にＣＶＤ法によりＳｉＯ２ よりな
る保護膜２を０．３μｍの膜厚で成膜し、ストライプ状のフォトマスクを形成し、ＩＣＰ
（ドライエッチング）によりストライプ幅１０μｍ、開口部幅１０μｍのＳｉＯ２ よりな
る保護膜を形成する。このストライプ方向はサファイアＡ面に対してほぼ垂直である。
【００４４】
その後、窒素雰囲気でパターニングした基板を熱処理する。これにより開口部は基板１の
露出部分が改変される。条件としては９００℃、約２０分である。その後、保護膜２をＢ
ＨＦ（ウェットエッチング）で除去する。
【００４５】
次にＭＯＣＶＤ装置に搬入し、温度を５００℃、キャリアガスに水素、原料ガスにアンモ
ニアとＴＭＧ（トリメチルガリウム）とを用い、サファイア基板１上にＧａＮよりなる下
地層（図示されていない）を２００オングストロームの膜厚で成長させる。
【００４６】
さらにＭＯＣＶＤ装置内において連続反応により窒化物半導体を成長させる。まず、成長
温度が１１５０℃でＴＭＧを１００ｃｃ／ｍｉｎ、アンモニアを８Ｌ／ｍｉｎの流量で６
０分間流した。これにより５μｍの膜厚で窒化物半導体核であるＧａＮをストライプ形状
に形成した。さらに、該窒化物半導体核を成長起点として窒化物半導体層を成長させる。
成長温度を１１８０℃とし、原料ガスにＴＭＧを１４０ｃｃ／ｍｉｎ、アンモニアを４Ｌ
／ｍｉｎとし、４００分間反応させることで窒化物半導体層となるＧａＮを膜厚１５μｍ
で成長させた。以上より得られた窒化物半導体基板は表面における単位面積あたりの転位
数が１×１０７ 個／ｃｍ２ 以下である窒化物半導体基板とすることができた。本実施例で
得られた窒化物半導体基板のＣＬ写真を図２に示す。
【００４７】
［実施例２］
実施例１で得られた窒化物半導体基板上にさらに１００μｍの厚膜でＧａＮを成長させる
。ＨＶＰＥ法により、原料にはＧａメタルとＨＣｌガス、アンモニアを用い、ＧａＣｌ分
圧は１．２５×１０－ ３ ａｔｍ、アンモニア分圧は０．３７５ａｔｍとする。１００μｍ
の厚膜を成長後、研削によりサファイア基板を除去し、窒化物半導体から成る単体基板を
得ることができる。
【００４８】
［実施例３］
実施例１において、窒化物半導体内に成長条件としてシランガスを１．７×１０－ ３ μｍ
ｏｌを加える他は、実施例１と同様に成長させる。これにより得られる窒化物半導体基板
はＳｉドープのｎ型窒化物半導体基板を得ることができる。
【００４９】
【発明の効果】
上記に示すように、本発明によれば成長工程を簡略化した量産に適した窒化物半導体基板
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の成長方法を提供できる。また低転位欠陥の窒化物半導体基板であり、かつ成長工程を反
応装置内で連続反応で行うため、不純物の混入を無くした基板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における成長工程を示す模式的断面図である。
【図２】本発明により得られた窒化物半導体基板の表面ＣＬ写真を示す。
【符号の説明】
１・・・基板
２・・・保護膜
３・・・窒素含有領域
４・・・窒化物半導体核
５・・・窒化物半導体層
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